
○道路法第３７条に基づく占用制限の指定区域

道路の種類 路線名 占用を制限する区域 管理している事務所

一般国道 ４号 栗原市金成姉歯小沢田２５番４から同市金成姉歯小沢田９番５６まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４号 栗原市金成藤渡戸館前１３番２から同市金成藤渡戸東沢４番３まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ６号 亘理郡山元町高瀬字合戦原１００番から同町高瀬字合戦原１００番１０まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ６号 亘理郡山元町山寺字石田１０番１地内 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 石巻市門脇字二番谷地６番２から同市門脇字二番谷地１３番７６２まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 石巻市鹿又字天王前２２２番１から同市小船越字二子南中４２番４まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 気仙沼市本吉町二十一浜１７０番１から同市本吉町菅の沢２４３番１まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 気仙沼市唐桑町境６番１から同市唐桑町境１５番４まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 塩竃市新浜町二丁目３８番地内 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 宮城郡利府町赤沼字中倉４１番３から同町赤沼字浜田１３８番１まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 宮城郡松島町字町内５５番２から同町字町内９８番１０まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 本吉郡南三陸町志津川字中瀬町３７番２から同町志津川字十日町１番まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 本吉郡南三陸町戸倉字古舘１番３から同町戸倉字脇の沢１７番３まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４５号 本吉郡南三陸町志津川字城場６０番１から同町志津川字新井田１６５番１まで 仙台河川国道事務所

一般国道 ４８号 仙台市青葉区作並岳山国有林１４６林班ろ二小班地内 仙台河川国道事務所

一般国道 １０８号 大崎市古川千手寺町二丁目５１番１から同市古川千手寺町二丁目４８番１まで 仙台河川国道事務所

一般国道 １０８号 大崎市古川大幡字原田２４０番６から同市古川大幡字道下東２４番２まで 仙台河川国道事務所

○制限の対象とする占用制限

　　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。）

　　ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、

　この限りでない。

○占用を制限する理由

　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。


